
資料4－（1）  

FAO／WHO合同食品規格計画  

第2回汚染物質部会  

目時：2008年3月31日（月）～4月4日（金）  

場所：ハーグ（オランダ）   



12．   乾燥いちじくにおけるアフラトキシン汚染の防止及び低減に関する実  

施規範原案（ステップ4）   

規格の策定手続き外の問題に関する討議文書   

13．a）  コーヒーにおけるオクラトキシンAに関する討議文書   

b）  ココアにおけるオクラトキシンAに関する討議文書   

鵬一般問題   

14．   JECFAによる汚染物質及び自然毒の優先評価リスト   

15．   その他の事項及び今後の作業   

16．   次回会合の日程及び開催地   

17．   報告書の採択   
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資料4（2）  

第2回食品汚染物質部会（CCCF）概要   

1．開催日及び開催場所  

日 時：2008年3月31日（月）～4月4日（金）   

場 所：ハーグ（オランダ）  

2．参加国及び国際機関  

63加盟国、1加盟機関（EC）、19国際機関 （参加者総数241名）  

3．我が国からの出席者  
農林水産省消費・安全局 審議官  

農林水産省消費・安全局 農産安全管理課 調査官  

農林水産省消費・安全局 消費・安全政策課 調査官  

農林水産省消費・安全局 消費・安全政策課化学物質対策係長  

厚生労働省医薬食品局食品安全部 基準審査課 課長補佐  

厚生労働省医薬食品局食品安全部 企画情報得課国際食品室  

国際調整専門官  

東京国税局課税第二部鑑定官室 鑑定指導室長  

（独）酒類総合研究所研究企画知財部門 主任研究員  

内閣府食品安全委員会事務局 評価課 課長補佐  

山田友紀子  

瀬川 雅裕  

大島  潔  

漆山 哲生  

西嶋 康浩  

福島 和子  

野本 秀正  

橋口 知 一  

横田 栄一  

4．総括   

食品汚染物質部会に対しては、国民の健康保護が最も重要という基本的認識の  

下に、我が国の食品の生産・消費の実態の反映及び国際貢献の観点から、継続的  

に、   

① 国際規格の作成等に不可欠な科学的なデータの収集と提出   

② 会合開催時以外の期間における諸外国の動き等の積極的情事剛文集、電子作  

業部会や物理的作業部会への積極的な参加と意見の主張   

③ 部会本会合等での議論に用いられる各種文書の作成（例：汚染物質のリス  

ク管理の原理原則に関するテキスト）  

等に努めるとともに、部会においては我が国との関係が薄い事項を含め、議事の  

最中のみならず、会場内外で論理的・建設的な発言や意見・情報交換を積極的に  

展開してきた。   

こうした対応の結果、今次部会においては、我が国にとって関係の深い事項に  

ついて、おおむね方針に潜った結果が得られるとともに、我が国の作業や発言に  

関して議長や各国から日本の貢献に対して多くの謝辞が寄せられた。こうした結  

果は、我が国のプレゼンスや信頼を高め、コーデックスにおいて我が国の主張を  

可能な限り反映させていく上で非常に重要と考えられる。   



5．議論の概要  

主要議題の検討内容は以下のとおり。  

【食品中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格（GSCTF）一関係】   

議題5．GSCTF前文の改訂原案（ステップ4）   

我が国は電子作業部会において、①GSCTFから手続きマニュアルに移行すべき  

規定の選定、②具体的な改訂案文の提案を行ってきた。今回部会においては我が  

国等の主張のとおりCodex内の手続きに関する規定についてはGSCTFから削除  

して手続きマニュアルに含めることが確認され、次回会合に向けて電子作業部会  

で引き続き改訂案を見直すこととされた。また、電子作業部会ではどのように飼  

料を扱うかについては合意に至らなかったものの、GSCTFの対象範囲（Scope）  

が食品だけではなく飼料を含むことから、電子作業部会の委託事項（TOR）に、  

飼料についてどのようにGSCTFに組込むかの検討を含めることとなった。   

我が国からは現在基準値が設定されているが食品分類コードが付されていない  

加工食品等をGSCTFで使用する食品分類システムに組込むための原案について  

説明した結果、基本的なアプローチについて理解が得られたので、上記電子作業  

部会で引き続き検討されることとなった。  

【食品中の産業及び環境由来の汚染物質関係】   

議題6．植物たんばく質酸加水分解物（酸一HVP）を含む液体調味料（本醸造しょ  

うゆを除く）における3rクロロブロバンジオール（3－MCPD）の最大基準値  

案（ステップ7）   

我が国が前回までに提出したデータ等に基づいて検討が進んでいる最大基準値  

案（0．4mg／kg）に対して、今回、EC等一部のメンバーから、精製植物油脂中に  

3－MCPDのエステル体が存在するという新たな科学的な知見について検討する必  

要があることから基準値の議論を1年先送りすべきとの主張があったが、できる  

だけ早く国際基準を設定することが望まれ、実施規範の実行により濃度水準の低  

減が見込まれることを考慮すれば基準値の設定を先延ばしすべきではないとの意  

見が多数を占め、原案の0．4mg／kgを総会で最終採択を諮るステップ8へと進め  

ることで合意された。   

議題7．酸一HVP及び酸－HVPを含む製品の製造過程における3－MCPDの低減に関  

する実施規範案（ステップ7）   

我が国が前回会合で情報提供した低減技術に関する情報が重要な骨格となって  

いる実施規範実について検討され、内容自体に係る特段の議論はなく、構成や記  

述上の微修正のみで、総会で最終採択を諮るステップ8へと進めることで合意さ  

れた。   



議題8．食品中のアクリルアミドの低減に関する実施規範原案（ステップ4）   

じゃがいも加工食品、シリアル加」二食品及びコーヒーを対象品目とした実施規  

範原案が検討され、規範の対象範囲（Scope）のセクションを新たに設けて明確化  

する、「消費者規範（CONSUMERPRACTICES）」の記述（じやがいもの加熱の  

し過ぎの回避等のアドバイス）について業界の役割に関する記述を追加する等の  

修正を図った上で、ステップ5へと進めることで合意。なお、当初、実施規範の  

対象食品のひとつであったコーヒーは、商業的に有用な低減方法が確立されてい  

ないことから、本規範の対象からは除外された。  

議題9．煙製及び直火乾燥による食品の多環芳香族炭化水素（PAH）汚染の低減  

に関する実施規範原案（ステップ4）   

低減技術に関する知見は限られることから、低減に有効な具体的な技術的アド  

バイスは少なく、基本的には各事業者が肖ら製造工程をチェックし、低減策を検  

討し、実施していくことを中心的な内容とする規範原案が検討された。しかし、  

原案では、基本的な考え方が十分整理されておらず、特に、HACCP 手法に関す  

る用語が一部で用いられていたが、コーデックスにおいて定義や原則等が既に採  

択されているHACCPシステムとの関係等が不明確であった。このため、今次会  

合で検討が進むかどうか懸念があったが、別途、作業部会等において、我が国か  

ら、基本的なアプローチをまず議論・確認し、HACCP と本規範の関係等につい  

て整理・確定すべき旨を問題提起し、議論の進展に努力した。その結果、本規範  

では、HACCPシステムそのものを適用することはせず、したがってHACCP関連  

用語は規範中に使わないという農本的な考え方で、規範原案を全体的に再整理し、  

ステップ5ノへ＼と進めることで合意された。  

【食品中のカビ毒関係】   

議題10．小麦、大麦及びライ麦におけるオクラトキシンA（OTA）の最大基準値  

案（ステップ7）   

第68回JECFAの評価結果として、現行の暫定耐容一週間摂取量（PTWI）  

（0．0001mg／kgbw）の変更が必要なデータは得られなかったこと、また、異なる基準  

値（5及び20いg／kg）を設定してもオクラトキシンAの平均暴露量に与える影響は  

ほとんどないこと（ただし大量摂取グループにおいては影響が見られるかもしれ  

ないこと）が報告された。   

小麦などのオクラトキシンA汚染は、主に貯蔵中に発生する問題であり、「穀  

類におけるカビ毒汚染の防t上と低減に関する実施規範」の導入により、最大基準  

値5いg／kgは無理なく達成可能と考えられるとの意見が出され、現行案叫g／kgを  

ステップ8で採択するよう第31回総会に諮ることで合意した。   



議題11（a）加工用アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオにおける総アフラ  

トキシンの最大基準値案（ステップ7）  

議題11（b）直接消貴用アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオにおける総ア  

フラトキシンの最大基準値案（ステップ7）  

議題11（d）直接消善用アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピスタチオにおける総ア  

フラトキシンの最大基準値に関する討議文書   

第68回JECFAの評価結果として、ツリーナッツ中のアフラトキシンについて  

最大基準値（ML）を20，15，10，8，4ug／kgのいずれに設定しても、アフラトキシン  

の総暴露量に与える 影響はほとんど変わらない（ただし、平均的な汚染率や摂取  

量を対象とした場合であり、高汚染・高摂取グループについては影響が顕著にな  

る可能性がある）こと等が報告された。   

直接消費用については、現行案8帽／kgを支持する意見、ピスタチオへの経済的  

影響を考慮して12帽／kgとする意見、20帽／kgを支持する意見が出されたが、最終  

的に達成可能性や既に採択されたツリーナッツのアフラトキシンの低減に関する  

実施規範の実施による暴露量へのインパクトを考慮して現行案8トIg／kgから少し  

引き上げた10いg／kgとすることで合意した。加工用については、特段の議論無く、  

現行案どおり15pg／kgで合意した。これらMLについては、ステップ8で採択す  

るよう、第31回総会に諮ることとされた。   

また、①「加工用」は、消費または食品の原料となる前にアフラトキシンの低  

減が保証される工程を経るもの、「直接消費用」はこれらの工程を得ないもの、  

②アフラトキシンの低減が保証される工程は、殻むき、漂白、サイズ・重量・色  

による選別（ピスタチオについては他のナッツとは異なるロースト工程が使用さ  

れており、本工程がアフラトキシンの低減に寄与する証拠があるという表現を付  

す）である、という定義を注釈として付けることが合意された。   

議題11（c） アーモンド、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ及びピスタチオのた  

めのサンプリングプラン原案（ステップ4）   

加工用については、20kgxlサンプルを採取することで合意された。直接消費  

用については、消費者保護の観点から、複数のサブサンプル（EU内では3サブ  

サンプル）を検査し、そのすべてが合格しなければならないとする意見と、それ  

では違反となるピスタチオが大量に発生し、経済的影響が甚大であるという意見  

が出されたが、最終的に10kgx2サブサンプルの案で意見の調整がなされた。ま  

た、MLが設定されていないブラジルナッツに関する記述を削除し、サンプリン  

グ原案をステップ5／8で採択するよう第31回総会に諮ることで合意した。   

議題11（e）ブラジルナッツにおけるアフラトキシン汚染に関する討議文書   

ブラジルナッツ中のアフラトキシンのMLの策定を新規作業とすることが合意  

され、第31回総会に承認を諮るこ ととされた。   



議題12．乾燥いちじくにおけるアフラトキシン汚染の防止及び低減に関する実施  

規範原案（ステップ4）   

トルコを中心とした電子作業部会が作成した乾燥いちじくにおけるアフラトキ  

シン汚染の防止及び低減に関する実施規範原案について一部修正の上、ステップ  

5／8 で採択するよう総会に送付することに合意した。なお、我が国からもリスク  

分析の用語の修i［を提案し修正案に反映された。  

【新規作業に向けた討議文書関係】  

議題13（a）コーヒーにおけるオクラトキシンAに関する討議文書  

議題13（b）ココアにおけるオクラトキシンAに関する討議文書   

コーヒー中のオクラトキシン A 汚染の防止と低減のための実施規範の作成を  

新規作業とすることが合意され、第31回総会に承認を諮ることとされた。ココア  

中のオクラトキシンAについては、汚染実態等のデーータを収集する必要があるこ  

とから新たなデータが提供されるまで検討を延期することとされた。   



（参考）  

汚染物質部会（CCCF）の作業と今後のアクション  

事項   ステップ   今後のアクション   

個別食品部会と一般問題部会の関   採択   ・第61回執行委員会   

係の規定原案  ・第31回総会   

植物たんばく質酸加水分解物（酸  8   ・第31回総会   

－HVP）を含む液体調味料（本醸造し  

ようゆを除く）における3－クロロ  

プロパンジオール（3－MCPD）の最大  

基準値案  

酸－HVP及び酸－HVPを含む製品の製  8   ・第31回総会   

造過程における3－MCPDの低減に関  

する実施規範案  

小麦、大麦及びライ麦におけるオク  8   ・第31回総会   

ラトキシンA（OTA）の最大基準値  

案  

加工用及び直接消費用アーモンド、  8   ・第31回総会   

ヘーゼルナッツ及びピスタチオに  

おける総アフラトキシンの最大基  

準値案  

アーモンド、ヘーゼルナッツ及びピ  5／8   ・第31回総会   

スタチオのためのサンプリングプ  

ラン原案  

乾燥いちじくにおけるアフラトキ  5／8   ・第31回総会   

シン汚染の防止及び低減に関する  

実施規範原案  

食品中のアクリルアミドの低減に   5   ・第31回総会   

関する実施規範原案  ・第3回CCCF   

燻製及び直火乾燥による食品の多   5   ・第31回総会   

環芳香族炭化水素（PAH）汚染の低  ・第3回CCCF   

減に関する実施規範原案  

JECFAによる汚染物質及び自然毒の  採択   ・第31回総会   

優先評価リスト  

GSCTF前文の改訂原案   2／3／4   ・電子作業部会［座長：EC］  

・各国コメント  

・第3回CCCF   
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事項   ステップ   

ラジルナッツにおける総アプラ   1／2／3   

キシンの最大基準値原案（新規作   

）   

ーーヒ一におけるオクラトキシンA   1／2／3   

染の防止及び低減に関する実施   

範原案（新規作業）   

モニシンに関する討議文書  

涼飲料水中のベンゼンに関する  

議文書   

酸配糖体に関する討議文書  

ルガムのかび毒に関する討議文  

ルコール飲料r1コのエチルカーバ  

イトに関する討議文書  

今後のアクション   

・第31回総会   

・電子作業部会   

［座長：ブラジル］   

・第3回CCCF   

・第31回総会   

・電子作業部会   

［座長：ブラジル］   

・第3回CCCF   

・電子作業部会   

［座長：ブラジル］   

・電子作業部会   

［座長：ナイジェリア］   

・電子作業部会   

［座長：オーストラリア］   

・電子作業部会   

［座長：チュニジア］   

・ドイツが討議文書を作成  



資料5－（1）  

mO／WHO合同食品規格計画  

第40回残留農薬部会  

目時   2008年4月14日（月）～4月19日（上）  

場所   杭州（中国）  

議 題  

1．   議題の採択   

2．   報告者の選任   

3．   コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項   

4．   2007年FAO／WHO合同残留農薬専門家会議（JMPR）からの一般審  

議事項の報告   

5．   食品及び飼料にお8ナる農薬最大残留基準値（MRL）案及び原案（ステッ  

プ7及び4）   

6．   食品及び飼料のコーデックス分類の改訂原案（ステップ4）   

7．   残留農薬の分析法に関する検討事項（特別作業部会にて検討）   

a）  残留農薬の測定のための結果の不確かさの推定に関する討議文書   

b）  乳脂肪の全乳からの分離法に関する討議文書   

c）  残留農薬分析の欧州モデル：欧州技能試験を通じて得られた経験   

8．   MRLを定期的に再評価する手順の検討に関する討議文書   

9．   農薬に関するコーデックス優先リストの策定   

10．   その他の事項及び今後の作業   

田  GlobalMinorUseSummitから提起された事項の検討   

団  乳及び乳脂肪の最大残留基準値   

揖）  コーデックスを通じて世界的に調和されたMR⊥の実現   

11．   次回会合の日程及び開催地   

12．   報告書の採択   

※標記会合と並行して、2008年4月15日（火）に「分析法に関する特別作業  

部会」（議題7に関連）が開催された。   



第40回残留農薬部会（CCPR）概要  

1． 開催「］及び開催場所   

目 時：2008年4月14口（ノ］）～4月19日（七）   

場 所：杭州（中国）  

2． 参加国及び国際機関   

58加盟国、1加盟機関（EC）、8国際機関（参加者総数227名）。  

3． 我が国からの出席者   

厚生労働省医薬食品局食品安全部国際食品室室長   

農林水産省消費・安全局農産安全管理課艮   

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係長   

農林水産省消費・安全局農産安全管理課課長補佐   

内閣府二食品安全委員会事務局評価課 評価専門官   

独立行政法人農林水産消費安全技術センター  

農薬検査部検査管理官   

独立行政法人農林水産消費安全技術センター  

農薬検査部調査官農農薬環境検査課検査管理官  

池田 千絵子  

朝倉 健司  

竹内 大輔  

堀部 敦子  
渡追 栄吉  

北村 恭朗  

柳沢 芳江′  

4． 主な審議結果   

主要議題は以Fの通り。  

議題5．食品および飼料の農薬最大残留基準値（脈L）案及び原案の検討   

今回の部会では、46農薬に係る残留基準の検討が行われた。その結果は、以Fの  

とおり。  

○残留基準がステップ8に進められた農薬  

Captan（007）  Fenitrothion（037） Carbendazim（072）Fenpyroximate（193）  

Indoxacarb（216） Bifbnazate（219）  

○残留基準がステップ5／8に進められた農薬  

Carbaryl（008）   Fenitrothion（037） Thiabendazole（065）Phosmet（103）  

Triadimefbn（133） Triazophos（143）  

Cyfluthrin／beta－Cynuthrin（157）  

Propiconazole（160）Flusilazole（165）  

Aminopyralid（220）Quinoxyfbn（222）  

Pyrimethanil（226） Zoxarnide（227）  

Clofbntezine（156）  

Triadimenol（168） Cyromazine（169）  

Diftnoconazole（224）Dimethomorph（225）   



○残留基準がステップ5に進められた農薬  

Triadimefbn（133） Triazophos（143） Cynuthrin／beta－Cynuthrin（157）  

Flusilazole（165） Triadimenol（168）  

○既存残留基準の削除が提案された農薬  

Carbaryl（008）   Endosulfan（032） Fenitrothion（037） Malathion（049）  

Oxamyl（126）   Triadimefon（133） Triazophos（143） Clofbntezine（156）  

Cyfluthrin／beta－Cyfluthrin（157）  Propiconazole（160）Flusilazole（165）  

Triadimenol（168） Cyromazine（169）  

○残留基準のステップを進めなかった農薬  

（ステップ7に維持）  

Chlorpyrifbs－Methyl（090）  

Phorate（112）  Prochloraz（142）  

Esfbnvalerate（204）Metalaxyl－M（212）  

（ステップ4に維持）  

Acephate（095）   Methamidophos（100）  

Fenpyroximate（193）Haloxyfop（194）  

Haloxyfbp（194）  

（ステップ6に差し戻し）  

Carbaryl（008）   Dimethoate（027） Methomyl（094）  Carbofuran（096）  

Oxamyl（126）  Carbosulfan（145）  

○ 一部の食品の残留基準の検討を中止した農薬  

Endosulfan（032） Fenitrothion（037） Fenthion（039）   Malathion（049）  

Mevinphos（053） Thiabendazole（065）Methomyl（094）  Phosmet（103）  

Propiconazole（160）Oxydemeton－Methyl（166）  Cyromazine（169）  

Quinoxyftn（222） Pyrimethanil（226）  

議題‘食品及び飼料のコーデックス分類の改訂原案（ステップ4）  

（1）食品及び飼料のコーデックス分類の改定  

オランダ及び米国が中心となって作業を行った「鱗茎野菜」及び「うり類以外   

の果菜」に関するコーデックス分類について、オランダから更に作業が必要であ   

るとして、米国を議長とする電子作業部会を再度立ち上げることが提案された。   

我が国より作業部会の委託事項（TOR）を明確にすべきと発言を行い、結果とし   

て本作業部会は上記野菜類及び「ペリー類及び小果実類」、「食用きのこ」のコー   

デックス分類を行うこととされた。  

（2）Representativecommodityの選定  

米国より概要の説明がなされ、今回作成する予定のドキュメントについては、   

コーデックス分類とは切り離して作成することで合意。内容については、今回提   

案された文書（AddendumIItoCX／PRO8／40／4）を次回JMPRで議論の上、第41回   

CCPRに持ち越すこととされた。  

－2－   



議題7：残留農薬の分析法に関する検討事項  

（a）結果の不確かさの推定法の適用に関する討議資料  

第29回総会において、結果の不確かさに関するガイドライン案がステップ8で   

採択されたが、今回、各回・地域で現在どのように測定の不確かさを分析結果で   

報告させているのか、また、食品中の残留農薬のリスク管理にどのように活用し   

ているのかについて、提供された情報を検討した。  

広い範囲の農薬／食品の組み合わせについて分析する必要があることや分析方   

法も多様であることから、個々の不確かさを推定することはほぼ不可能であるこ   

と、測定の不確かさの概念が公的検査機関に十分に理解されていないことなどか   

ら、Pronciencytesting、分析法の妥当性確認、精度管理及びHorwitz法などに基づ   

いた、簡便かつ実用性のあるガイダンスを策定するよう提案があった。  

部会は、ガイダンスの作成を含め本件の今後の進め方について、電子作業部会   

を立ち上げて討議文書を作成し、それに基づいて次回会合で検討することとした。  

議題10 その他及び今後の作業  

コーデックスを通じての世界的に調和されたMRLの実現  

米国より各国でのMRL設定前に世界的なMRLの設定を行うためのパイロッ   

ト・プuジェクトについての提案があったが、JMpRの独立性、有効なデータの   

提供可能性、登録に当たって提案されたGApが変更された場合の取扱い等につい   

て、各国かち意見が出された。また、現在のコーデックス及びJMpRにおける原   

則及び手続きとの不 一致が指摘された。結果、米国を議長とする電子作業部会が   

設立されることとなり、今後TORも含め第41回CCPRに提出するための議論ペ   

ーパーを作成することとなった。  

▼1＿   



（参考）  

残留農薬部会（CCPR）の作業と今後のアクション  

事項   ステップ   今後のアクション   

農薬最大残留基準値（MRl．）案及  8   ・第31回総会   

び改訂案  

MRL案及び改訂原案   5／8   ・第31回総会   

MRL原案   5   ・第31回総会  

・第41回CCPR   

MR⊥の削除が提案された農薬  ・第31回総会   

ステップ7、4に維持されたMRL   7／4   ・JMPR、第41回CCPR   

案及び原案  （JMpRの年間報告による）   

ステップ6に差し戻されたMRL案   6   ・2008年JMPR  

・第41回CCPR   

食品及び資料のコーデックス分類   2／3   ・第31回総会   

の改訂原案  ・電子作業部会（座長：オランダ）  

・第41回CCPR   

コーデックスを通じて世界的に調  ・電子作業部会（座長：米国）   

和されたMRLの実現に関する討  ・第41回CCPR  

議文書  

農薬に関するコーデックス優先リ   1／2／3   ・第31回総会   

ストの設定（定期的に再評価され  ・電子作業部会（座長：オーストラ   

る新規農薬と農薬）  リア）  

・第41回CCPR   

残留農薬の測定結果の不確かさの   1／2／3   ・第31回総会   

推定  ・電子作業部会（座長：IAEA）  

・第41回CCpR   

CCPRに適用するリスク分析の原  手続きマニュア   ・第31回総会   

則の改訂   ル   ・電子作業部会（座長：アルゼンチ  

ン）  

・第41回CCPR   

MRLの案及び原案   作業中止   ・第31回総会   

－4－   




